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                  開 会 

                                 午前９時２８分 

 

○古田食品医薬品情報担当副参事 定刻より少々早いですけれども、きょうご出席予定の

委員の先生方、皆さまおそろいになりました。 

 本日は、早朝より、食品安全情報評価委員会にお集まりいただきましてありがとうござ

います。 

 私、福祉保健局健康安全室食品医薬品情報担当副参事の古田でございます。議事に入る

まで本日の進行を務めさせていただきます。 

 まず、本日の委員の皆様の出席状況ですけれども、東京都食品安全評価委員会規則第５

条の過半数の定足数を満たしております。 

 本日は、大沢委員、春日委員、木村委員、中桐委員、前田委員の５人が欠席のご連絡を

いただいております。 

 それでは、ここで健康安全室長の八木からごあいさつを申し上げます。 

○八木健康安全室長 本日は、皆さん大変お忙しい中をお集まりいただきましてありがと

うございます。 

 会議に先立ちまして、一言ごあいさつさせていただきます。 

 私は、夏の７月の人事異動で前任の中井から引き継いで健康安全室長になりました八木

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本委員会は、今年度といたしましては２回目ということでございます。前回、これまで

の評価委員会の運営の仕方を少し変えていこうということで、新たに事前に情報の選定を

専門的に行っていただくために、情報選定専門委員会というものを設置することになりま

した。早速先般第１回の選定専門委員会が開催されまして、これまで東京都の事業所等で

実施してきたさまざまな調査などを中心といたしまして、都民生活に密着した課題を選定

していただいたというふうに聞いております。 

 本日は、その選定専門委員会で選定されました課題を中心に、さらにこの場で自主的な、

あるいはまた、より掘り下げたご検討をいただきたいというふうに考えてございます。ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

 本日は、もう１つ「健康食品」について議題に挙げておりますが、「健康食品」につき

ましても、昨年１０月に専門委員会を設置させていただきまして、検討していただいてい
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るところでございます。この問題は大変幅広く、また難しい問題も多々含んでおりまして、

現在報告書のまとめに入っているところでございます。本日は、それの報告書の骨子の案

につきまして、先生方にいろいろとご意見等々をいただきたいというふうに考えてござい

ます。 

 これを踏まえまして、今後東京都としても、都民に向けたさまざまな情報提供等々、よ

り進んだ施策を展開していきたいというふうに考えています。いずれにいたしましても、

この食品安全情報評価委員会と申しますのは、食品の安全性に関する調査を行って知事に

報告していただくというような食品安全条例上の趣旨で設置されたものでございます。今

後とも、都民が安心して暮らしていける最も基本となる安全確保という観点から、先生方

のお力添えをいただきまして、私どもも施策の充実を図ってまいりたいと考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 簡単ですが、開会に当たってのあいさつとさせていただきます。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 ただいま八木のあいさつにもありましたけれども、７

月に人事異動があり、事務局のほうでも人員が変わってございます。次第をめくっていた

だきまして２ページ目のところに、事務局名簿を記載してございます。この名簿でご紹介

だけさせていただきます。 

 上のほうから、福祉保健局健康安全室健康安全課長、松浦でございます。 

 それから、健康安全室副参事、平山でございます。 

 健康安全研究センター計画調整課長、相川でございます。 

 同広域監視部食品監視指導課長、池田でございます。 

 市場衛生検査所検査課長、中島でございます。 

 それから、産業労働局農林水産部食料安全室長、近藤でございます。 

 以上でございます。 

 では、以降の進行につきまして、林委員長のほうにお願いしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○林委員長 本日は、ご多忙のところ、ありがとうございました。 

 では、早速議事に移らせていただきます。 

 最初に、９月２１日に開催しました第１回情報選定専門委員会からの報告ということで

すけれども、事務局のほうからご説明ください。 

○渡部食品医薬品情報係長 それでは、ご説明させていただきます。 
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 ６月３０日の前回の評価委員会で、情報選定専門委員会の設置について検討をいただき、

専門委員会を設置することとなりました。９月２１日に第１回の専門委員会を開催し、座

長を林委員長となり、情報選定を行いました。 

 議事の概要を説明しますので、資料１１ページをお開きください。資料１として「情報

の選定基準及び安全性情報の取扱いについて（案）」を示しています。これは、昨年度ま

で情報評価委員会で情報選定の判断基準として検討いただいたものをもとに、情報選定専

門委員会で情報を判断するためのフローを示し、議論をいたしました。 

 図の左は、どのような情報を収集するかについて説明しています。まず、事務局がいわ

ゆる現場情報という都の事業所及び調査研究等々で得られた課題を収集します。この情報

収集の視点は、図の左下に囲みとしてまとめてあり、①健康被害の未然防止の視点、②危

害拡大防止の視点、③都民への正しい情報選択の視点、という３つの視点にもとづいて、

情報の収集を行ってまいりました。これは、これまでの評価委員会で整理した視点と同様

です。 

 次に、このように情報収集されたものを、図の真ん中に示す、情報選定専門委員会で課

題の絞り込みという作業を行ないます。 

 ここでの情報の取り扱いについても、基本的にこれまでの情報選定と同様のフローとし

て示してあり、詳細な検討を行う必要がある情報かどうかについて判断して議論をいただ

きました。 

 詳細な検討が必要な情報となって場合、フローにしたがって判断していきます。最終的

に、評価委員会で検討すべき情報、情報提供を検討する情報、詳細な検討の対象外の情報

という３つ情報に分類し、課題を選定することとなります。 

 そして、評価委員会では、情報選定専門委員会の検討を受け、図の右側のフローにした

がって、情報提供すべき課題、もしくは評価委員会で詳細な検討をすべき課題についてご

検討をすることとなります。これは、本日、これから検討していただく内容となりますが、

個別の専門委員会を新たに立ち上げて具体的な検討をする必要があるか、あるいは、情報

提供の方法の検討を行うかということについて、ご検討をいただくことになります。そし

て、専門委員会で選定された情報は、専門委員会への付託、情報提供のあり方についての

検討、引き続き情報収集の実施という３通りのいずれかに分類されます。 

 情報の選定方法と検討についての概要は以上となります。 

さて、資料２は、前回の情報選定専門委員会で取り扱った食品の安全性に関する情報で
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す。さて、資料２を１枚めくっていただくと、「情報選定専門委員会における情報の取り

扱いの視点」を表にまとめております。 

９月２１日の情報選定専門委員会では、資料にある１２課題についてご検討をいただき、

先ほどのフローにそって検討をいただき、その結果をとりまとめたものが表になります。 

 情報選定の３つの視点の説明は省きますが、いずれも都民の被害防止等々の視点から必

要性があると考えられた情報が選定され、それらの情報の質、総合的な検討の必要性、特

に都民に提供すべき情報かどうかについて検討が行われました。 

 この中で、評価委員会で検討すべき情報として、資料にあるように、インターネット販

売の衛生学的実態調査、手洗いによるノロウイルスの除去効果の検討ということから、総

菜のフリーチョイスまでの４課題が選定されました。 

 それ以外の情報は、情報の質、情報の量、国における検討状況などを踏まえ、総合的な

検討が必要かどうかを検討しました。また、都民に提供すべきものであるかということに

ついて検討しました。 

 

＜情報選定専門委員会の検討の詳細については非公開＞ 

 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局から、第１回の情報選定専門委員会、による課題の検討状況のご説明が

ありまして、情報選定専門委員会で今回評価委員会において検討すべき課題として４つ選

択されましたけれども、これについて具体的な検討を行っていきたいと思います。選定さ

れた４課題についての概要の説明を事務局にお願いいたしたいと思います。 

○渡部食品医薬品情報係長 それでは、今回ご検討いただく課題につきまして、４課題を

まとめて、概要を説明します。 

 まず、はじめに、インターネット販売食品の衛生学的実態調査でございます。 

 この情報の背景として、インターネットショッピングの利用が増えているという社会状

況があります。しかし、インターネット販売食品には３つの問題点があることから調査が

行われました。問題点は、下から２番目の〔情報源〕に書いています。 

実際には、健康安全研究センターの広域監視部が、通常の監視事業の中で、「先行調

査」として実施したものです。 

 繰り返しますが、インターネット販売食品には、通常の流通形態と異なる部分があるこ
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と、有害食品が販売された場合に広域的な健康被害の拡大のおそれがあること、食品衛生

上必要な情報がインターネット上で十分に提供されていないことの３つを問題点として、

調査を実施しました。 

 実施した内容は、３つあります。まず、衛生学的検査ということで、実際にインターネ

ット上で販売されている商品を購入し、細菌検査と理化学検査を実施しました。その結果、

１品目から使用基準を超える化学物質を検出したほか、約１6.３％に違反がありました。 

 次に、表示事項の検査を行いました。これは、インターネットの画面に表示されている

事項を確認し、画面上で名称や原材料名等の情報の有無を調べています。結果はここに示

されていますが、内容量については表示があっても、保存方法や期限表示、原料名につい

ては表示があったものは、全体の２～３割でした。また、輸入品では、原産国は高い割合

で表示されていましたが、食品衛生法に規定される「輸入者」の表示は十分でなかったと

いう結果です。 

 ３番目として、サイト管理者、つまり、インターネットで実際にそのホームページを管

理しているところとの商品取り扱いの関係についての調査もあわせて行いました。この結

果は、サイト管理者と商品取扱者が異なるものについては、管理が行き届いている場合と

そうでない場合というものがございました。 

 また、サイト管理者と商品取扱者が同一の場合、これは通常の会社がみずからホームペ

ージ等々を開設しているような場合とここに書いていますが、そういったものはどれぐら

いあるのかということで調査をすると、かなり全国に広がっているという、まとめになっ

ています。 

 詳細は、資料の後ろに健康安全研究センターでまとめた調査をつけています。また、こ

の情報のレジュメのところに書いてある情報通信の状況についての資料として情報通信白

書の一部をつけました。さらに、生活文化局がインターネットと消費者取引に関する調査

をおこなっており、結果をつけています。 

 続きまして、２番目の課題になります。手洗いによるノロウイルスの除去効果の検討に

ついての情報です。この情報源は健康安全研究センターの研究部門が日本食品微生物学会

で発表した抄録であり、それをもとにこの資料をつくりました。 

 専門委員会では、この情報のほかに、海外情報としてアメリカ合衆国でのノロウイルス

の流行情報があり、それを含めて課題が選ばれました。 

 まずノロウイルスは、都内では冬季を中心に多発をしています。拡大防止には「手洗
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い」が非常に重要な役割を果たしますので、健康安全研究センターでは除去効果を検討し

ました。ただし、ノロウイルスの培養法は確立されていないため、実際にウイルスを増や

して効果を検証するのが困難です。このため、今回は、ノロウイルスと同じ「属」に分類

されるウイルスを用いて、模擬の実験を行っております。 

 「手洗い」は、アメリカ合衆国のCDCがガイドラインを示し、薬剤の使い方も例示して

いますので、そのガイドラインに沿った形で検証、検討を行っています。 

 結果は、ここに書いていますが、流水によるすすぎの場合は手洗いしなかった場合に比

べて感染価が１００分の１に減少しました。それから、薬剤の種類を変えて検討したとこ

ろ、クロルヘキシジンによる手洗いは、流水によるすすぎの場合以上の効果はなかったと

いうことです。 

 一方、トリクロサン、フェノール等の薬剤を用いた手洗いを検討したところ、この場合

は、流水によるすすぎの場合と比較して減少効果があることがわかりました。 

 さらにヨード剤、これは微生物の殺菌によく使われますが、それについては感染価では

減少効果が見られたが、遺伝子量には減少効果が見られませんでした。ここでは、不活化

作用の可能性についても示唆されました。 

 この情報を取り上げた経緯は、近年、都内の食中毒の原因としてノロウイルスが注目さ

れています。また、２次汚染の可能性があること、さらに、今回の資料ありますが、集団

胃腸炎では発症者と共通の喫食がある非発症者についてもノロウイルスの排出というのが

あります。したがって、消毒で２次感染を防いでいくことが重要で、検討が必要という内

容が経緯として書かれています。 

 都における対応としては、講習会やポスターでノロウイルスについての情報提供に努め

ています。また、社会福祉施設等を対象に、ノロウイルス対応の標準マニュアルを策定し

ているところです。 

 資料には、健康安全研究センターが発表した抄録、感染症の発症者と非発症者における、

ノロウイルスの遺伝子量の検討を行った論文をいそのままつけています。 

 続いて、海外の情報になりますが、手洗い励行キャンペーン活動により食中毒が大幅に

減少した情報となります。 

 この情報は、イギリスの食品及び飲料の製造者団体のもので、手洗い励行キャンペーン

の効果を評価しています。これは、海外情報を事務局で収集しました。 

 通常、手洗い励行キャンペーンによってどれぐらい食中毒が減ったのかという評価は非
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常に難しいですが、ここでは数が具体的に示されています。 

ざっと紹介しますが、過去４年間で１万7,０００人減少したということ、それから、割

合が少なくなっているという情報が紹介をされています。 

 また、調理前に手を洗うとか、手の洗い方もさまざまな検証を行っています。 

 時間の関係から、全部は紹いたしませんが、この情報を取り上げた経緯を説明します。

 都では、これまで食中毒予防の３原則として、手洗い、加熱、冷却を啓発しています。

なかでも、手洗いは非常に重要で、そういった手洗いキャンペーンの効果を評価した情報

はあまりないことから取り上げらました。情報選定専門委員会においても、キャンペーン

に効果があったことについて情報提供したほうが良いということで選ばれました。 

 続きまして、２つ目の課題として、総菜のフリーチョイス販売に係る実態調査です。 

 この情報は、情報源を一番下に書いていますが、東京都町田保健所が実施したものです。

フリーチョイスいう言葉がありますが、これは購入者が総菜を選んで、自らトングなどで

取り分けて持ち帰る形式の販売形態を指しています。このような販売形態は、最近、多く

見かけられることから、衛生的な実態を調査しました。１４年度から１６年度の３年間に

わたり調査をしていますが、年毎に調査対象を変えています。 

 調査は、保健所管内の営業施設のうち、トングなどを利用者が使用する販売形態の店に

ついて、器具の使用実態などを調査しています。 

 まず、衛生学的な調査結果です。フリーチョイスで売られている食品の細菌検査につい

ては、概ね良好で、特に細菌学的に問題ありませんでした。また、トング類の調査、これ

は実際に商品をとる際に使いますが、ふき取り検査では、１検体から黄色ブドウ球菌、７

検体から大腸菌群が検出されました。 

 次に、販売実態調査結果です。どのように販売を管理していたかを調べたところ、販売

された食品は総菜やパンなど、いろいろな種類がありましたが、営業者が販売を常時監視

していたものは少ない状況でした。また、冷凍品を解凍して販売している施設では、その

旨の店頭表示が十分ではありませんでした。それから、客用手洗いが設置されていないと

か、ばら売りのため消費期限の表示がされていないということが見られました。 

 ３年間の調査結果として、トングなどは店員が常時監視できる位置に設置するのが望ま

しく、購入者が直接触れる場合は、事前の手洗いを周知すること等が重要としています。 

 資料には書いていませんが、保健所としては、事業者の指導の際に調査結果を活用して

おります。 
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 以上の４課題が情報選定専門委員会で選ばれて、最初の２つの課題は詳細な検討をして

いく。後半の２つの課題は、情報提供の方法について検討すると整理されています。 

 以上でございます。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局から情報選定委員会で選定された４課題についてご説明がありましたけ

れども、この４課題について、具体的な検討を行いたいと思います。 

 最初の課題が、インターネット販売食品の衛生学的実態調査についてですけれども、こ

の問題、かなり複雑な問題です。事務局として何かお考えはございますか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 まず、このインターネット販売につきまして、健康安

全研究センターのほうで調査を行ってきました。これは、専ら商品をインターネットで購

入して、調査を行っております。検討いただきたい事項といたしましては実際にはインタ

ーネットに商品を出している製造者といいますか、販売者といいますか、そういった方々

の実態とか、あるいは消費者の中で、インターネットで食品を購入されている方がどの程

度でいらっしゃるのか、また、どういった食品を購入されて、どういった問題があるのか

など、この課題を検討するに際しての必要とされる要素や情報といったことについてでご

ざいます。 

 また、インターネットの取引につきましては、もちろん食品を含めさまざまなものが取

引されているんですけれども、新しい取引形態ということで、さまざまな方面からルール

化の検討が行われているところだと聞いております。また、そういった国の動向とか、ほ

かの産業といいますか、食品以外のものでの動向とかについても、幅広く情報の収集とい

う観点が必要ではないかというふうに思っているところです。 

○林委員長 ありがとうございました。 

 都の調査業務から出発した問題で、非常に有用なんですけれども、これから情報収集を

進めてということなんですけれども、どのような形で情報を都民に伝えるのが一番役に立

つものかということが大事だと思うんです。そういう意味で、委員の先生方から何かご意

見ございませんでしょうか。 

○中村委員 インターネット販売に関しては、いろいろな問題があります。実は、医薬品

では大変な問題があるので、近日中にある学会で発表することになっています。ただ、こ

の食品に関しては、衛生学的実態というのが、この資料だけではよく見えません。研究セ

ンターでお調べになっていますけれども、この実態がどのようになっているのでしょうか。
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インターネット販売は広がる傾向にあると思うんです。そうしますと、おっしゃったよう

に、規制といいますか、どういうところで歯どめをかけておくかということが大切です。

都民は、インターネットで販売される食品を衛生学的な視点からは恐らく考えない。利便

性の面だけで食品の購入をなさると思うんです。 

 医薬品も問題点があるのにそれを知らずに簡単に購入できる。これが問題だろうという

ふうに思いますので、実態調査は都のレベルでも、あるいは国のレベルでもかなり継続的

に調べていく必要があると思います。 

 もう１つ情報提供の場合、食品には衛生学的な問題があるのだということ、リスクがあ

るんだということを、都民に情報提供はしておいたほうがいいのではないかなと思います。

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 ほかに何かご意見ございませんでしょうか。 

○細川委員 インターネット販売でも、違反があれば摘発されるわけですよね。だから、

そこの取り締まりするのは、これは厚生労働省と、あとは表示問題で言えば農水省、ＪＡ

Ｓ法ですか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 通常の食品と同じでございますけれども、その商品の

製造者ないしは販売者が責任者になっているような場合は、その責任者を所轄する都道府

県、自治体が主体的に事業者を指導することになっております。 

○細川委員 結局それが、現物を売っている場合は店に立入検査とかいろいろなことでや

っておられると思うんですけれども、また比較的可能だと思うんだけれども、こういう場

合は非常に難しいという点が一番問題で、現物がどこにあるかということがはっきりしな

いケースが多いのではないでしょうか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 こちらの広域監視部の調査の結果でも、そのような指

摘がございます。実際に表示されている事業者になかなかたどり着かない。また、その事

業者自体が、すべてではないと思いますけれども、実際の小分け作業等を行っていれば、

食品衛生法上の営業許可が必要なんですけれども、そういった許可が必要だということを

知らないでやっていたというような事業者があったというようなことが指摘されておりま

す。 

○細川委員 ある意味で言うと、これは法制度的な不備があると考えていいんですか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 不備と申しますか、現状ではそういった事実があると

いうことだと思います。 
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○林委員長 細川先生のお話はわかるんですけれども、この報告書では、都民に何を伝え

るかということと、もう１つは、都の行政にどう反映させるかということで、都の行政に

どう反映させるかということは都のほうで考えていただくとして、ここでは、都民にどの

ような情報を知らせるのがいいかということに絞ってご議論いただきたいなと思うんです

けれども、伊藤先生でも、浅岡さんでも、何かご意見ございませんでしょうか。 

○伊藤委員 １つは、都民に対してどういうふうにして情報を出すかということと、もし

くは、ここにありますサイト管理者とか商品取扱者、ここに関してきちんとした情報を載

せなさいとか、いろいろな形でのものがあるからと思うんですが、特に都民ということで

あれば、インターネット販売においてどういうことを注意していくかということをきちん

と明記しておく。 

 あるいは表示の見方、ただ表示を見なさいと言っただけではだめなので、何かそういう

例題を出しながら、そこに表示の見方等をこまめに出していかないと戸惑ってしまうだろ

うと思うんですが、じかにそういうふうな消費者にインターネット、これは買ってはいけ

ないというのではなくて、購入する人がいますので、それぞれ選択の一つの買い方だろう

と思いますので、買う場合にはこういうところを注意するというような盛り込みではない

かなという気がするんです。 

○林委員長 どうもありがとうございました。非常に具体的なアドバイスをいただきまし

て、浅岡委員は何か……。 

○浅岡委員 インターネットは非常に便利ですし、すぐ物が手に入りますから、ついつい

買ってしまうという傾向にあるんですけれども、すぐに買うという前に、消費者側でも、

万が一物に対するトラブルがあるんだという危険性をいま一つ各自持つようにする。また、

購入に当たっては、こういった点を確認したほうがいいのではないか。 

 例えば賞味期限だとか、必要なものによっていろいろとあるんですけれども、取り扱っ

ているところはどこだとか、問題があった場合、トラブルがあった場合、どこに問い合わ

せたらいいんだろうかとか、あらかじめ確認した上でそのものを購入するというように、

買う前に一歩待ったというようなものがあるといいのかなと思います。 

○碧海副委員長 この委員会の委員の方々がどのぐらいインターネットで実際に食品を購

入されているか伺ってみたいという気もするんですが、私自身は食べ物に興味があるもの

ですから、結構インターネットを利用しております。そうしますと、例えば山形県とか福

島県なんかで、取れたての山菜をインターネットで購入するというようなこともできるわ
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けです。 

 そうすると、ワラビとかタラノメとかというのをその日の朝取ってきて、それで送って

くれるとか、それから中国の上海ガニなんかは生きたままインターネットで注文すれば、

必ず生きたままの状態で届けます、もし、死んでいたらそれは使わないでくださいという

ようなものもございます。 

 それから、お米とかお酒とか、買うほうもほとんど心配しないで買うものもあるという

ことで、インターネットの場合、そういう多様性というか、これがなかなか難しいなとい

う気がしております。 

○村上委員 都の仕事ですから、都の調査データをベースにした発表というのは非常にい

いと思いました。今回からの新しい選定委員というシステムでも、この方向で展開してい

ってほしいと思います。その第１弾としてのインターネット販売ですけれども、結果を見

ますと、衛生学的という面については、問題が少なかったということでした。１７２品目

中、衛生学的に問題ありは意外に少ないので、本当にこんな程度だったのかと。 

 私が一番知りたかったことは、どういう食品にどういうふうな問題が発見されたかとい

うこと。それをもう少し具体的に知らせてはと思います。都民にとって、気をつけなけれ

ばならないと一番実感するのは、実際に違法なものが発見されたその実態を知ることだろ

うと思います。ですから、調査の結果、こういうものにこういうふうな問題があったとい

うことをできる限り具体的にお知らせすること、それが一番インパクトがあって、そうだ

気をつけなければならない、ということになる。 

 そして、ちょっと心配になったときには、どこへどう相談すればいいかという相談の窓

口のようなものを開いておくということも都民とのコミュニケーションの非常に大事な部

分ではないかと思います。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 違反率というところが表現がわかりにくくて申しわけ

なかったんですけれども、１枚目のところの中段ぐらいのところですか、インターネット

販売食品の衛生学的検査のところで、１７２品目を検査したところ、２８品目に何らかの

問題があったということで、一般のここのセンターで行っている検査は大体違反率は0.

２％ということで、これに比べるとかなり高かったという結果になっております。 

○村上委員 表示違反が非常に多いんですね、厳密に安全性直結の問題というよりは。た

だし、私は、常から申しておりますが、表示違反というのは内容の衛生学的違反にもどこ

かで通じるものである。つまり、表示などに不正があるということは、中身の衛生管理に
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も問題が起こる可能性があるだろうとしていますので、もちろん表示違反は非常に重要な

項目でございますけれども、純粋に衛生学的な問題が意外に少なかったのかなという印象

をお話ししました。 

○中村委員 村上先生は衛生学的な問題が意外と少ないというご意見だったんですけれど

も、私は、むしろ１７２品目のうちの１品目からリステリアが出てきているということは、

これは大変に危険だなと思いました。 

 そして、先ほど碧海先生がおっしゃった実際にいろいろな食品を取り寄せていらっしゃ

る。その中には、例えば生きた上海ガニがあるとか、これはインターネット取引というの

は大変なリスキーなやり方だなと。衛生学的にはこれは何らかの対策をとらないと、大き

な問題が起こるなというふうな受けとめ方をしています。 

 そのために、先ほど伊藤委員がおっしゃった表示が大切だと思います。インターネット

で購入をするときに、どういう商品にどういう情報がついていなければ、これは購入すべ

きでないというふうなことを、消費者に対して情報提供することが一番大切かなと。 

 そして、情報の内容を検討した上で、生産者が提供すべき情報、販売者が提供すべき情

報を整理して、それぞれに求める。購入者の要求に応えることで販売者が自然にレベルア

ップするような、こういう双方向のやりとりの中でインターネット販売によるリスクとい

いますか、それを防ぐ方法は今ないのかなと思います。 

○碧海副委員長 ちょっと今の件で補足だけ。多分今の生きた上海ガニというのをお聞き

になって、皆さん、相当心配なさると思うんです。ただ、インターネット販売のまたメリ

ットというのは、情報を逆にたくさん提供するところであれば、クリックしていきますと、

ものすごく詳しく調べられる。そして、情報提供の仕方のいいところは、こちらもある程

度信用するわけです。ですから、ほかの販売方法とは違ったメリット、デメリットがある

というふうに私は思っています。 

○関澤委員 私も、中村委員がおっしゃったことは賛成なんですけれども、私は幾つか私

見がありまして、都民への情報提供の面で、表示上の注意とか、いろいろ規則がございま

すが、同時に、私もインターネット八百屋を開いたよと友達から連絡を受けて、埼玉県の

方からマイタケを買ったり、山形の有機農業を進めている知合いの方からラ・フランスを

買ったりしました。このように全国的な広がりがあり、外国の場合は手を下すのは大変だ

と思いますが、せめて国内については自治体の間で連携をつくっていただいて、生産者へ

の注意事項をきちんと伝えて、問題があったときには、先ほどおっしゃったように、消費
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者から都のどこに相談したらいいか、それをはっきりさせておく。問題発生の調査を継続

的に行うと同時に、問題があったときに、すぐフォローできるように都の窓口をきちっと

設けて、またその生産者が山形であったり埼玉であったりしたときに、その県間で生産者

にたどり着いてきちんと指導するような連携をつくっていただくのも一つかなと思うんで

す。 

 消費者の側に向いた情報提供と、生産者に対するきちんとした指導も、連係プレーとい

うのが求められるのではないか。海外については、国にいろいろ要望していくということ

も必要かな、あるいは法規制の整備ということもお願いしていく必要があるかなと思いま

した。 

○村上委員 先ほど、私が衛生上の問題件数が少ないから安心したとお受け取りになった

ようですが、そうではないんです。逆なんでございます。つまり、１７２品目は何をどう

選んだのかということがここに書いていないために、そこを実は非常に心配して、それで

ぜひ具体的なものをお挙げいただきたいと申し上げたわけです。実は、１７２品目の選び

方がどうであったのか、私はもっといろいろ衛生学的にも問題があるのではないかとむし

ろ疑っておりまして、少ないということで安心したのではなくて、むしろ選び方はどうで

あったか、あるいはこれが１０倍の1,７２０品目だったらどうであるのか、もっと広域に

商品群を広げればどうであったのか。そういうことを知りたいために、検査報告というの

はもっと具体的であってほしいと、こういうことを申し上げたわけでございまして、むし

ろ少ないことに気をもんでいるわけでございます。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 ただいまのご質問に関しまして、実際に調査を担当し

た広域監視部のほうからご説明申し上げます。 

○池田健康安全研究センター食品監視指導課長 それでは、説明させていただきます。 

 この調査は、１３年度から１６年度まで、４年間かけて実施しており、衛生学的に問題

のありそうな食品を対象に、購入により調査したというものでございます。 

 まず、平成１３年度でございますが、これにつきましては、成分規格のある冷凍食品や

そう総菜類等、また、そのままか、過加熱等簡単易な調理味のみで摂取する食品、こうい

うものを５３品目実施しております。この１３年度の調査のときの違反内容ですが無表示

の荒びきウインナーが発見されております。そのほか、別の荒びきウインナーから表示に

ないアスコルビン酸等の検出というものがございました。 

 １４年度の対象食品でございますが、このときは食肉製品、漬け物等について３８品目
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を実施しております。この際には、ハム、ソーセージから、表示にないアスコルビン酸を

検出してございます。 

 続いて１５年度でございますが、１５年度は、清涼飲料水、粉末食品、茶類などの健康

食品４１品目を実施しております。この時に発見された違反としましては、清涼飲料水１

品目から表示にない安息香酸やパラオキシ安息香酸を検出しております。また、同様に清

涼飲料水からＬアスコルビン酸なども検出しております。 

 そのほか、１５年度につきましては、指定外添加物違反が１件あり具体的には清涼飲料

水から酢酸－α－トコフェロールを検出しております。 

 続いて１６年度に実施した食品でございますが、１６年度は特に輸入食品関係について

やっておりまして、輸入食品の食肉製品、野菜、果実加工品、調味料等の４０品目を実施

しております。この時には、表示にない着色料、エリソルビン酸を検出し非加熱食肉製品

を見つけております。あと調味料関係で、安息香酸の過量使用を１件見つけております。

そのほか安息香酸を対象外の調味料に使用したというものも１件あります。 

 以上が１３年度から１６年度に実施した対象食品と主な違反内容ということでございま

す。 

 あと皆様方のお手元の資料の中に、インターネット販売食品の関係の資料で３ページ目

になるかと思いますが、その中ほどに３の調査結果というのがあります。その３の調査結

果の下のほうに、食品添加物検査及び表示検査の違反の状況と措置件数が第１表というこ

とで掲載しております。 

 私からは以上でございます。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 このような調査では、対象物の選択基準とか選択理由は決められているので問題は少な

いのですが、ただ、村上委員がおっしゃったのは、それを報告書の中にきちっと反映させ

てくれないと、無用な誤解とか懸念を招くので、その点について、事務局のほうでもう一

度お考えください。 

 今までインターネットの販売食品のことでいろいろ重要なご意見をいただきましたけれ

ども、これを都民への情報提供の中に新しく適切に反映させていきたいと思います。 

 時間の関係もありますので、まだ戻ってもよろしいですけれども、課題の２と課題３、

これは共通するところがありますので、あわせて検討したいと思います。 

 ノロウイルス予防のための手洗いの効果と、手洗いキャンペーンの励行ということです
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けれども、これも実際的な問題なんですけれども、まずこのご専門の方……。 

 その前に、事務局のほうで、何かこういうことはぜひここで議論していただきたいとい

うことがございますでしょうか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 ノロウイルスにつきましては、近年食中毒、感染症、

両面から大きな社会的問題になっているところでございます。東京都でもさまざまな取り

組みをしている中で、ノロウイルス自体熱や薬剤への耐性が強いというようなことが一つ

問題となっております。 

 それで、健康安全研究センターで基礎的な調査をやっていただいたんですけれども、こ

ういった食品衛生の基本となる手洗いをこういった実験結果等を踏まえて都民の方に、あ

るいは事業者の方に普及啓発をしていきたいのですが、実際にはどういった観点で普及啓

発をしたらいいのか、あるいは実際のデータをもとに分かりやすい説明をしたいと思いま

すが、どういった実験等が効果的なのか。そういった観点で議論をいただければと思って

おります。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 そうしますと、ご専門の先生のご意見ということで、まず小久保先生、いかがでしょう

か。 

○小久保委員 私は、ウイルス専門ではないんですけれども、２番と３番というのはセッ

トで考えたほうがいいなという感じが致します。確かにノロウイルスは最近非常に多い。

それが手だけかどうかという疑問もあります。それ以外に、食中毒の原因としては、それ

を予防する手洗いというのは非常に大事ですし、私もよく現場からどうやって手を洗えば

いいのか、それをどう指導したらいいのかと聞かれるので、この際、東京都としてこうい

うふうに手を洗いなさいというような標準手順みたいなのを示せたらいいなと思います。 

 その中に、もちろん、今までは対バクテリア対策ということだけの手洗い、それにプラ

スウイルス対策というのが加味されれば、私どももいろいろな講習会でＨＡＣＣＰシステ

ムによる衛生管理なんて言いますけれども、その基本となります一般的衛生管理といいま

すか、確かに手洗いが重要であるということは、みんなわかっているんです。ただ、具体

的にどうやって手を洗えばいいのか、本当に薬剤を使う必要があるのかと。洗剤は使う必

要があるだろうとは思いますけれども、そこら辺のところを含めて、２番、３番をセット

で、この際にある程度東京都で指針を示せるぐらいにやっていただけたらいいなと思いま

す。 



 17

○林委員長 もうお一方ご専門の中村先生、いかがでしょうか。 

○中村委員 今小久保先生がおっしゃったように、ノロウイルスの食中毒といいますか、

これを防ぐのは手洗いに尽きると私もずっと現場で指導してきているんですけれども、と

いいますのは、厚労省なんかのホームページで、ノロウイルスの防止は生のカキに注意し

ろ、という、これだけが非常に強調されているんです。ところが、２００１年には、生の

カキでの食中毒の発生は４４％だったのが、２００４年は１１％で、そのほかの食品が圧

倒的に多くなっている。これは、手を介して食品を汚染しているということなんです。 

 学校給食による食中毒も、今ではノロウイルスにほとんど置きかわっています。学校給

食で生のカキを食べさせるわけではない。それは調理員の手を介してということがはっき

りしております。特にトイレのノブからノロウイルスが検出されているんです。そういう

ことから考えますと、手洗いのキャンペーンが一番大切です。今日の資料の中の、英国に

おける手洗いによってかなり食中毒が減ったという、これを取り上げていらっしゃるとい

うのは、ノロウイルスの対策にとってとても大切なことなんです。ノロウイルス感染は家

庭の中でも多いわけですし、感染者をとにかく少なくすることが環境のノロウイルスを減

らすことにつながって、しかも、それが全体のノロウイルスの抑制につながるという考え

を私は持っておりますので、手洗いのキャンペーンは大切です。 都民に対して、手洗い

が重要だということ、それから、消毒薬に頼っていますけれども、都の健康安全研究セン

ターのデータでも、ノロウイルスは第四級アンモニウムには全く効かないということを言

っています。だから、消毒薬に頼るのではなくて、石けんと流水で手を洗いなさいという

具体的な情報を提供するということは、これからシーズンを迎えますので、とても大切な

ことだろうなと私は思っております。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 この前のカンピロバクターの中毒の問題、服部先生、いろいろ情報を提供するための実

験などをお考えいただいたんですけれども、今回のもので何かご意見ございませんでしょ

うか。 

○服部委員 実は、これは東京のことではないんですけれども、ヨーロッパで結構多いん

です。魚介の生食、日本の和食がヘルシーだということで、すしを中心にカルパッチョの

ような形で、それもフランス、イタリア、スペイン等の三つ星クラスの店が出すようにな

って、腸炎ビブリオも一部あるんですけれども、ほとんどノロウイルスなんです。 

 実は、生魚の処理の仕方を教えてほしいということで、このところ、毎年向こうからオ
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ファーがあって、費用も全部出るんですけれども、イタリアとスペインとフランスに我々

は出かけていって、向こうでそれの扱い方を教えてはいるんです。ですけれども、火を入

れることが一番いいということにはなってしまうんですが、火を入れてはまずいものが随

分あるんです。 

 我々もそれは困っていまして、具体的には生で食べる場合、先ほど先生方がおっしゃら

れた手をよく洗う。実は、欧米の人たちは、乾燥地帯が多いのでしょうか、湿度も無くサ

ラッとしていると思うので、トイレへ行って洗わない人が意外と多いんです。だから、日

本の料理人も、そのくらいはいいやということとか、鼻をかんだ後にそのままの手でやる

と、また黄色ブドウ球菌や風邪のウイルス等の、問題があるんですけれども、本当にノロ

ウイルスは火を入れなさいということと、先ほどおっしゃられた手を洗いなさい。これに

尽きてしまうので、食べ物としては余りおいしくなくなるんですけれども、仕方がないか

なというふうには思っております。 

 どうしたらいいのかと言われると、こちらがお聞きしたいぐらいで、それ以外に何かな

いでしょうか。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 事務局のほうで何かございますか。 

○渡部食品医薬品情報係長 今回はデータとして、「手洗い」の情報に絞っています。し

かし、健康安全研究センターのデータにもあるとおり、実際には、環境中の汚染、例えば

汚物とかそういうものを介して、感染症としてノロウイルスが広がるようなことがありま

す。これは、調理施設の中、家庭の生活の中の両方であると考えられます。 

今回、都民にわかりやすい手洗いの方法について情報提供をしていくのがよいとのお話

がありました。前回のカンピロバクターによる食中毒については、調査結果に基づいて都

民にわかりやすく啓発を行うことができました。したがって、今回のノロウイルスの手洗

いによる除去も同様に、２次汚染の防止を含めた形のものができれば、都民生活に役立つ

ものになると考えています。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 あと感染症の側からもこのことはよく言われておりま

して、特に高齢者施設でのおむつの処理ですね。現実問題、１人処理を終わった後に、次

の方へ移る際に、どうしても十分な手洗いができないというような状況があって、感染が

広がってしまうのではないか。そういったところも含めて、非常に難しい問題だと認識し

ております。 
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○碧海副委員長 私は、２と３をセットにして扱うというのは非常に賛成なんですが、実

際に情報提供する場合に、３のほうの一番最後にあります調理前に手を洗わない理由はと

いうのがあります。これが実は一般人の本音ではないかなというふうに私は思うんです。

例えば時間がないとか、清潔に見えるからとかというのも挙がっていますが、情報提供す

る場合に、本音をある程度了解したというか、理解した上で、そこから逆にスタートする

というか、つまり、手を洗えばそれだけその危険が減るんだよというのは、頭からただ言

うのではなくて、洗わない人の本音から逆にスタートするというような、そういう情報提

供の仕方というのをちょっと工夫したらいいかなというふうに思っているのと、もう１点

は、洗った手を乾燥する。 

 これは、現実にどうするのかということなんですが、確かにこのごろ、乾燥するドライ

ヤーがついているところもいっぱいございますけれども、そうでなければ、例えば紙が用

意されていれば紙でふくとか、あるいは自分のハンカチでふくということだと思うんです

が、このハンカチというのは、これまた清潔ではないのではないかというふうに思うので、

実際に洗った後どうするのかというところについても相当配慮が必要かなというふうに思

っています。 

○伊藤委員 今回の添付されている論文があるんですけれども、そういうのを見ますと、

発症していない人、調理従事者なんかのふん便中のノロウイルス量が出ていますが、１０

の４乗から９乗という値、この数字がいかに多いか。それから、人から人の感染において

も１０の４乗以上なんです。Ｏ－１５７、サルモネラが糞便中に排菌されてもそんなに多

くないだろう、多くても６乗ぐらいだろうと思っているんですが、このウイルスに関して

はかなり排菌量が多いというのがふん便に出てくる。 

 そこから手洗いという問題があるので、手洗いの重要さはこの食中毒や感染症の上で非

常に大事だろうと私は思っております。だから、トイレに入ったときは一番大事だろうと

思うんです。だから、厨房に入る前、あるいは食品製造工場の中で手洗いの状態と、トイ

レの洗い方を私は変えるべきだろうと思っているんですが、そういうふうな小まめなとこ

ろをきちんと情報として提供する。 

 家庭ではそれほど消毒薬を使わないので、この１番にありますように、流水だけでもこ

れだけ落ちるということは、家庭での手洗いの方法論としてこういうのがどんどん活用で

きるのではないかなというふうに考えております。 

○小久保委員 伊藤先生がおっしゃったように、東京都として情報提供が、手洗いはいい
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よという情報提供、それにプラス、大規模な食品施設は手洗いというのは結構守られてい

ますが、東京都は大規模な食品製造施設は余りなく、私どもが見ていて、飲食店だとか、

そういうところがちょこちょこと洗って次の作業に入るというようなことをやるので、そ

ういうところの東京都としての科学的根拠を踏まえた手順というのを示す必要があるのか

なというふうに私は思っています。 

 今、ハンカチだとか乾燥機の話が出ました。乾燥機に対しては私は非常に疑問に思って

いるんです。かえって汚染がつくのではないかというふうに思っていますが、そこら辺の

ところは置いておいて、東京都として合理的と考える手洗い手順を示していただく。私は、

情報提供としては非常にいいと思っています。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 東京都としての手洗いの手順の情報提供、これは事務局のほうでいかがですか。 

○小久保委員 たしか、今までにも東京都として何か示していますね。それをもう一回示

していただいて……。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 今おっしゃられたように、東京には、飲食店が非常に

多いという特色があります。そういったところで、実際に先ほど申し上げたように、手を

洗わない方がいらっしゃるんだと思いますけれども、そういった方の実態とか、あるいは

どのくらい洗ったらどのくらいどうなるか、そういった部分をきちんと示せれば、納得性

のある講習会とか普及啓発ができるのかと思っております。 

○林委員長 この点につきましては、健康安全研究センターのほうとご相談で適切に対応

していただきたいと思います。次に中村先生にお聞きしたいのですが、ＣＤＣのガイドラ

インというのをわかりやすく解説するということは、これは意味がありますか。 

○中村委員 部分的に取り上げてもいいと思うんです。今度手洗いのマニュアルをつくり

ましたね。小久保先生はご存じです。私は監修させていただいたんですけれども、食品衛

生協会、あそこでつくったんです。図解入りで、これは保健所の職員が指導して回るとき

のために、図解入りのマニュアルをつくったんです。 

 こういうこともノロウイルスをどうやって少なくするかということからの発想なんです。

小久保先生がおっしゃったように、手を洗わない癖のついている中小の食品取扱者に対し

て、ガイドラインもそのまま翻訳しますと、いいことは書いてあるんですけれども、余り

具体的でない。ガイドラインを図解入りに翻訳し直すというか、そういうものをつくった

ほうがいいと思います。東京都の場合は、いろいろ多角的に指導していらっしゃいますか
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ら、今までの情報を寄せ集めて、その中から抽出すれば、いい指導マニュアルができるの

ではないかと思うんですけれども、ぜひそうやっていただきたいと思います。 

○細川委員 今手を洗うのはいいけれども、その後乾燥の仕方の問題で、ちょっと見解が

分かれているような感じもしたんですけれども、例えばガイドラインに載せるとすれば、

洗うのはいいけれども、その後乾燥のさせ方というのは、どういうガイドラインの内容に

なるんですか。 

○中村委員 乾燥は、ペーパータオルでふきなさいということです。 

○細川委員 空気で何かやるあれが、あれは気持ちいいです。 

○中村委員 もう１つ、さっき小久保先生がおっしゃいましたけれども、乾燥させる器具

がありますね。ああいうのもいろいろなタイプがありますけれども、例えば手を入れて水

滴が飛び散るものがあります。あれは、結局手についていたものが全部飛沫として飛んで

器具の壁についているんです。あそこはきれいではないんです。だから、それよりもよく

洗った手をペーパータオルでふいたほうがいい。 

○細川委員 ペーパータオルを置いていない場合は……。持ち歩くわけにいかないでしょ

う。 

○碧海副委員長 そうすると、ハンカチのほうがいいということですか。 

○細川委員 ティッシュとか……。そういうこともマニュアルには書かないと……。 

○中村委員 それから、トイレに入って用便をした後、中に手洗いがないと、ドアのノブ

にくっつくわけです。そのマニュアルには、トイレットペーパーを使ってドアのノブを開

閉しなさいと、それぐらい細かく具体的に書いてあるわけです。そうしないと、ドアノブ

に付着したウイルスが、次に入った人の手についてしまう。 

 さっき伊藤先生がおっしゃいましたけれども、患者だけではなくて、保有者もたくさん

のノロウイルスを排出しています。１人当たりの感染量というのは数個から１０個ぐらい

なんです。だから、１人の手で６００人の子供たちに感染させたという実際の事例が学校

給食であるわけです。だから、いかに手洗いをしないと多くのウイルスを食品にくっつけ

るか、あるいは感染者をつくるか、そういった具体的な問題を加えながら、マニュアルと

いいますか、指導したほうがいい。 

○細川委員 手洗いだけではなくて、さっきのドアのノブもちゃんとティッシュペーパー

でさわるとか、具体的にそこまで書かないと……。 

○中村委員 排便後のドアノブはこうしましょうとか、具体的な指導が有効です。用便前
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にトイレットペーパーをたくさん自分のポケットに入れておいて、そうするとトイレット

ペーパーがすごく減りますけれども、それぐらいしたほうがいいぐらいです。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 今までの東京都での対応を、総合的にまとめるということが重要ではないかということ

ですが、私も同意見です。 

 もう１つ、２番目のほうは、都の業務を基盤にしたノロに特定した問題ですけれども、

３番目のほうは、英国でのかなり大規模な研究の成果ですので、両方の特徴を生かして、

都民に情報をお伝えするということが重要ではないかと思います。 

 ほかになければ、次の４番目の課題として、総菜のフリーチョイス販売について、ご意

見をいただきたいと思いますけれども、まず、事務局のほうで御考えはありますか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 特にできたてパンというんですか、オープンケースで

展示して消費者の方が自分でトングでとってレジのところに持っていくというような形態

が最近いろいろなところで見られると思いますけれども、このような新しい販売形態にお

ける衛生面での調査を行った結果です。 

 今回、いろいろな検査を行っていますが、総じて大きな問題はありませんでしたが、消

費者と事業者の双方がきちんと注意しないと衛生が担保できないというような事例かと思

います。 

 消費者、それから事業者へどのようにどういった観点から注意喚起をしていったら効果

的なのかというような視点でご議論いただければと思います。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 では、ご意見、何かございませんでしょうか。 

○代田委員 この課題が出まして、今まで余り気にはとめていなかったんですけれども、

最近、この課題が出てきてからこういうところに参りますと、どういう衛生管理になって

いるのかというのが気になりまして、そうしますと、中にはトングのところの上に紫外線

というか、殺菌灯がついているようなところもありますし、そういうことが全くないとこ

ろ、あるいはトングはそのまま、例えばパンの場合ですと乗せていくと、そのまま回収さ

れて、消毒をされて、戻ってくるケースもあれば、取ったらそのままそこに置いて、物だ

け持っていくような形式もあって、そのやり方というのはそこの事業者の方の考え方に任

されているんだなというふうな印象を持ちました。 

 現在のところは、この結果ですと、それほどまだ問題になっている事例や、どなたかが
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健康に問題を起こしそうなような事例はないようですけれども、こういう部分に衛生上の

注意も払う必要があるんだというようなことは都民にお知らせするべきではないかと私は

思います。 

○小久保委員 私も４番目と、先ほどの１番目も含めて、時代の流れだなと思って見てい

たんです。確かにここに販売実態形態では手洗いがない。これは、パン屋さんを見ていま

すと、ほとんど手洗い場がないんです。ただ、意外ときれいだなと思って見ていました。

しかし、結果を見ますと、手の汚染というのはかなり関係しているのかなという見方をし

ていたんです。 

 だから、今おっしゃったように、こういうフリーチョイスの店に行ったら、こういう取

り扱いをしなさいというのを示して情報提供をしてあげるべきだというふうには思ってい

ます。 

○浅岡委員 私は情報選定委員のほうに参加させていただいて、これを出されたときに、

ちょっとはっとしたテーマでした。結果の１、２番目の、賞味期限の表示というものがな

い点についてです。買ってすぐ食べたほうがいいものなんだろうなという消費者の理解の

もとでこういったものを買うことは、私自身何回もありました。 

 又、購入者に手洗い場を周知するとあるんですけれども、実際、トングの周辺に流し、

手を洗うようなスペースというのは考えにくい設備上の問題がありそうです。それに変わ

り得る何かいい手だてはあるんだろうかというのが今思った点です。 

○碧海副委員長 パンの場合には、ほとんどが自分でとったトングをそのまま持ってトレ

ーに乗せてレジに持っていきますが、総菜の場合には、ほとんどそれはないわけです。し

かも、種類の違う総菜がいろいろ並んでいて、例えば揚げ物とか、あえものとかというの

がだっと並んでいます。それで、トングの数が少ないので、どうしてもお客さんのほうは、

ないとさっさと隣のトングを使ったり、相当使い回しをいろいろやっているというような

ことがあるので、総菜売場のトングというのはちょっと問題があるのではないかなという

ふうに思います。 

○中村委員 さっきのノロウイルスともつながるんですけれども、トングは一番危ないと

思います。しかも、総菜売場なんかを見てみますと、握っている部分が食品に触れている

こともあります。揚げ物なんか特にそうだと思うので、その辺のところは、これはどちら

かというと、販売者に対する指導ですね。消費者というよりも、販売者のほうだろうとい

うふうに思います。 
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○伊藤委員 主婦の方はいろいろなところで菌をつけていかれる中に、これほどつけてく

るというのは、これが家庭に持ち込まれるということになるんです。家庭も中毒は非常に

多いんです。全国的な調査はないので、実態は私はよくわかっていない。でも、かなりあ

ると思います。 

 そういうときに、主婦の役割が物すごく大事なんですが、意外にここから菌を持ち込ん

できているのではないかという気もするので、これはまた、初めに戻る手洗いという形に

も通ずるのではないかなというふうに見ております。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま販売の業者の方への指導も大事だということなんですけれども、それも含めま

して、今までのいろいろなご意見を事務局のほうでまとめていただけますか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 活発なご意見、ご議論ありがとうございました。 

 ４つ情報選定専門委員会で選んでいただきました課題について検討いただきました。 

 まず、第１点目のインターネット販売でございます。こちらにつきましては、ご議論の

中でも、非常に広い形での都の情報収集と、それから考え方を持っていかなければならな

いという指摘をいただいております。この中では、都民に対する情報提供というような観

点で、一体どういった事項を注意したらいいのかということを今後とも整理していく必要

がある。 

 それから、この健康安全研究センターでの調査は一定期間なんですけれども、将来にわ

たっても今後とも継続的な調査を行っていく必要があるということ。 

 それから、生産者あるいは生産者が所属するような自治体と連携し、事業者に対する指

導というのを確立しておく必要があるということ。 

 それから、さまざまな形でのインターネット取引全般に関します基礎的な情報というの

を収集していく必要があるというようなご議論をいただいております。 

 現在私どもの中では、この問題を将来的な課題として考えてまいりたいと思っておりま

すけれども、今ご指摘いただいたような観点を踏まえると、もう少し事務局の中で必要な

情報を集め、ある程度集まった段階で再度委員会にお示ししまして、またご議論いただき

たいと思っております。 

 それから、２番目のノロウイルスでございます。こちらにつきましては、このノロウイ

ルスと、それから、次の課題の英国での手洗いが効果があったという事例をセットにして、

普及啓発する際に取り扱っていくと効果的ではないかというご議論をいただいております。 
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 また、この手洗いを考える際に、都としての観点としては、手を洗わない人たちの実態

とか、あるいは実際の飲食店、それから、さまざまな現場での実態というのを十分踏まえ

て、現場の方々に説得力のあるようなデータを示しながら、普及啓発をやることが必要で

はないか。 

 また、そういった中で、現場に合った形での指針みたいなものをつくっていく必要があ

るのではないかというようなご議論をいただいております。こちらにつきましては、私ど

も、健康安全研究センターにこれまでに蓄積したデータもございますけれども、さらに基

礎的なデータを積み重ねて、分かりやすく情報提供ができるように、まとめていきたいと

思っております。 

 最後のフリーチョイスにつきましては、これも情報提供という観点では、特に事業者に

対して、さまざまな販売形態における問題点は一様ではなく、きめ細かな対応が必要なこ

とです。こういった部分を事業者別に私どものほうで整理して、各事業者への、監視など

を行う際に、実際の問題点を示しながら、普及啓発をしていくようにまとめていきたいと

思っております。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 事務局のほうで一応取りまとめて委員にお伝えいただくということですけれども、大体

いつごろ、どういう形でもってお伝えいただけるかお知らせいただけますか。 

 先ほどの事務局で取りまとめて、それをまた委員にお伝えしたいということですけれど

も、それはいつごろ、どういう形で……。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 それぞれの課題で、短期的にできるもの、あるいは長

期的にできるもの、ございます。特にインターネットにつきましては、さまざまな形での

情報収集と、それから、また委員の先生たちに収集の方法等を教えていただきながら、情

報が集まった段階で、いつとは申し上げにくいんですけれども、再度検討をお願いしてい

きたいと思っております。 

 それから、ノロウイルスにつきましては、これから発生シーズンに入っていくわけなん

ですけれども、できるだけ早い機会にまとめ上げていきたいと思っております。 

 それから、フリーチョイス販売につきましては、今ある情報の中で、また現場の監視員

の方々とも話しまして、整理できるものはなるべく早く整理していきたいと思います。 

 いずれの課題につきましても、整理できた段階で次の委員会のほうに報告をさせていた

だきたいと思っております。 
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○林委員長 どうもありがとうございました。 

 では、次の議題、「健康食品」専門委員会の検討状況に移らせていただきます。 

 まず、報告の全体のスケジュールについて、事務局のほうからお願いいたします。 

○渡部食品医薬品情報係長 資料番号はございませんが、「健康食品」専門委員会での検

討状況及び今後のスケジュールをＡ４判縦の紙に示ししています。 

 確認しますと、昨年、平成１６年の１０月に、第１回の「健康食品」専門委員会が開催

され、評価委員会は、今年の６月、第７回食品安全情報評価委員会で、都民向けの啓発内

容、このときは「都民へのメッセージ」と題名がついていましたが、ご意見を伺ったとこ

ろです。 

 専門委員会は、８月までに、都合７回開催され、現在、最終的な報告案の取りまとめを

行っています。 

 １１月の今日の評価委員会では、報告案の骨子の検討として、座長からご報告をいただ

くスケジュールです。 

 その後、専門委員会は１２月に開催し、最終的な報告案を取りまとめられる予定です。

ここでは、１８年３月と予定していますが、評価委員会で最終的な報告をいただくスケジ

ュールを考えております。 

 以上でございます。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 では、引き続きまして、「健康食品」専門委員会の梅垣座長からご報告をお願いいたし

ます。 

○梅垣委員 それでは、お手元の大きな資料の資料３を見ていただきたいと思います。 

 ６月３０日の評価委員会において、検討の全体像を説明しました。その後、７月と８月

に専門委員会を先ほどご説明がありましたように開催しました。その結果、専門委員会と

しては、ほぼ報告するべき内容をまとめたのですが、本日その骨子というのをこの資料３

に基づいてご紹介したいと思います。 

 報告書の本文については、現在推敲を重ねているところです。本日ご意見をいただき、

もう一度専門委員会を開催した後に、次の評価委員会において委員会報告としたいと考え

ております。 

 それでは、骨子の概要を説明します。まず、検討した「健康食品」の範囲ですが、図の

左上のほうをごらんください。健康の保持増進に資する食品として販売、利用されるもの
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とし、消費者がみずから選択、利用するものを念頭に検討を行いました。 

 「健康食品」の中には保健食品という法的に位置づけのある食品群もありますが、適切

な情報に基づく利用が必要であるという点において、いわゆる「健康食品」と何ら変わり

はないと考えまして、検討の対象の範囲に含めています。 

 次に、上の真ん中の検討の背景・目的というところです。まず、社会情勢として、「健

康食品」の市場規模は拡大傾向にありまして、５年前のデータなのですが、２０００年の

市場規模は1.３兆円となっています。今から５年後の２０１０年には３兆円を超えると予

想されています。このような中で、東京都の調査では、都民の約６割が何らかの形で「健

康食品」を利用していることが示されています。 

 また、その一方で、「健康食品」の利用によると思われる健康被害が一部で発生してお

り、都のこれまでの調査でも、表示・広告に問題の多いことが確認されるなど、「健康食

品」にかかわる問題が指摘されています。 

 被害は少数であるかもしれませんが、利用や市場規模の拡大を考えると、都民への被害

の未然防止、拡大防止の観点から、「健康食品」の安全性に着目する必要があると考えら

れます。報告本文については、冒頭にこういったことを整理して記載するように考えてい

ます。 

 報告の本文は、３章立てとして構成されていまして、第１章では、その図にあります現

状の整理というところです。左側の現状というところです。２章では、問題点と課題の分

析、この真ん中のところです。第３章で、都の取り組みの方向性についていう概略でまと

める予定です。 

 それでは、現状のほうから順次説明していきたいと思います。 

 まず、現状というのは、第１章のところに整理されるものですけれども、「健康食品」

の利用実態や健康への悪影響の実態について、都の調査を初めとするさまざまな調査結果

を引用して整理しています。ここで記載しています事項は、調査結果による裏づけがある

ものとなっています。 

 「健康食品」の利用実態のところですが、利用目的として、栄養補給が中心ですが、一

部では病気の治療やダイエットが目的とされているものもあるということです。 

 それから、情報源としましては、製品表示や広告だけでなく、マスメデｨアから発信さ

れる情報や、家族、友人の推奨などの口コミが大きな情報源となっているということです。

中でもテレビ、雑誌等の影響が大きいことをアンケート調査結果などをもとに記述してい
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くようにしています。 

 それから、購入経路としては、店頭購入だけでなく、インターネット販売も活発で、一

部では個人輸入も行われているという現状があるということです。 

 それから、利用する素材としては、ビタミン、ミネラルを主とする商品が多いのですが、

その他に通常食事ではとらない成分、食経験の乏しい素材も含まれているという実態があ

ります。 

 それから、関係法令ですが、「健康食品」は食品であるため、食品衛生法に基づく衛生

管理や表示などが求められていますが、そのほかにも、健康増進法、薬事法、ＪＡＳ法な

どがかかわっているということがあります。 

 その下の健康影響の実態というところですが、健康影響の正確な実態は行われてはいま

せんが、平成１５年度の都政モニター調査で、「健康食品」を利用して体調を崩したこと

がありますかとの質問をしたところ、5.４％の都民があったと回答しているという結果が

出ています。 

 一方、今回の検討に当たって、東京都が行った医療機関、薬局、薬店等における「健康

食品」の対応などに係る調査では、医師、薬剤師に、「健康食品」に起因する可能性があ

ると推察される健康被害事例、これは医薬品との相互作用を含んでいるんですが、この経

験がありますかと聞いたところ、医師の１9.４％、薬剤師の１3.９％が経験があると回答

しています。 

 現状では、こうした調査から、「健康食品」という健康へのよい影響をうたう食品の利

用により、一部では健康への悪影響も発生しているという事実を把握することしかできま

せん。これは後で説明します問題点につながることです。 

 また、これまで報告などがある健康被害にはどのようなものがあるかというと、健康被

害の類型のところですが、中国製ダイエット用健康食品のような医薬品成分を含有した

「健康食品」による被害、それから、アマメシバ加工食品による被害のように、有害な成

分、素材を含有する製品による被害、それから、アレルギーなどの利用者の体質、過剰摂

取、治療の中断による症状の悪化などが報告されているという実態があります。 

 その次、右側に移っていただいて、「健康影響に関わる問題点」というところですが、

これは報告書の２章になるところです。「健康影響に関わる問題点」及び「課題の整理」

の部分が報告書では２章になるというところで、報告書に基づく分析に当たる箇所となる

予定です。 
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 今回の検討では、健康影響が発生した原因はどこにあったのか、実際の被害事例をもと

に分析し、都民に対する被害の未然防止、拡大防止のためにはどのようなことが必要であ

るかを整理しまして、ここにまとめる予定となっています。まず、「健康影響に関わる問

題点」ということですが、大きくは３つに整理してあります。まず、「健康食品」に対す

る認識が不十分である。それから、情報が偏っている。それから、健康影響の実態把握が

不足しているという問題があるということです。 

 細かく言いますと、「「健康食品」に対する認識が不十分」というところですが、まず

事業者の安全性に関する認識の不足が指摘されています。これまでの被害事例の中には、

明らかに事業者に安全な製品を供給するということについて十分配慮がなかったというこ

とが原因と考えられる事例があります。 

 また、これまでの被害事例のほとんどは利用者が「健康食品」に病気の治療やダイエッ

トなど、食品の範囲を超える期待をしています。また、個人輸入した製品、特にダイエッ

ト食品が多いのですが、そういう食品によって被害を受けている事例が多く、制度などに

関する十分な知識がない中で、危険な製品の購入に至っていることも考えられています。

専門委員会では、都民の知識や認識は、都民が入手する情報から影響を受けているのでは

ないかという意見が多くありました。 

 それから、真ん中のところの「情報の偏り」というところですが、被害の背景に、安全

に利用するために必要な情報の不足と、有用性に関する信頼性の不明確な情報のはんらん、

要するに不確かな情報のはんらんがあり、それが不適切な利用や認識の誤りにつながって

いると考え、情報の偏りを問題の１つにしております。 

 「健康食品」に使われている素材には、使う人の健康状態や飲む量、使っている医薬品

の種類などによって、健康に悪い影響を及ぼす可能性があるものがありますが、「健康食

品」は食品ということなので、そういった情報を記載する義務づけがありません。 

 ことしの９月に、国民生活センターがセンナの茎を使っている製品、お茶ですけれども、

これを対象に行った調査でも、実際に下痢を起こす可能性のある商品で、そのことが表示

などされていない製品が多いことが公表されています。つまり、事業者が安全に利用する

ために必要な情報を十分に提供していないことが一つの問題と考えております。これが必

要な情報の不足というところになるわけです。 

 また、情報のはんらんについても、さまざまな法令の規制にもかかわらず、医薬品的な

表示、広告を行ったり、事実よりも誇大な広告を行っている例が多く、都民を惑わしてい
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ることを問題として指摘することを考えています。 

 下の「健康影響の実態把握不足」というところですが、３つ目の問題点ということで、

健康への悪影響が発生した場合においても、その対応などに課題があることを問題点とし

てとらえたものです。 

 まず、「健康食品」は医薬品ではないため、医療関係者も患者も、「健康食品」を利用

していることについて積極的な情報交換を行っておらず、被害を察知することに時間を要

してしまったということがあります。要するに、医療現場での健康影響の察知がしにくい

ということです。 

 また、これまでの健康被害のほとんどは原因が明確になっていないのですが、「健康食

品」の利用が原因と判断するための検査方法や根拠情報がほとんどなく、医療現場での診

断が困難であるために、仮に被害をこうむっても、それを行政的に情報提供するに至らな

いままになってしまっているということが考えられます。これが２つ目の事項です。 

 さらに、行政では健康影響情報を集め、原因を調査することになっていますが、都に直

接届けられているのは年間１０件程度と、さきに現状で紹介した都民の認識や医療現場で

の把握状況とは差があるように感じられます。医療関係者も、東京都に情報を提供をする

必要があることについては認識がほとんどなく、この点については都から医療関係者への

働きかけの不足と、さらに対象とする情報の範囲が明確でないなど、情報収集方法にもわ

かりにくい点があったのではないかと考えられています。 

 このように「健康食品」と関連が疑われる被害の背景にはさまざまな問題があることを

分析しました。また、これらの問題点一つ一つは、決して特殊な事例ではなく、一般的に

もあることで、その現象は幾つも重なると被害という形になってあらわれると考えられま

した。そこで、専門委員会では、問題点を解消するための課題を問題点にかかわりのある

事業者、都民、医療関係者、教育関係者、東京都に分けて検討しました。それを「課題の

整理」というところに示してあります。 

 真ん中の右側です。ここに示した項目について、報告に盛り込む予定の内容を大まかに

説明します。 

 まず、事業者のところですけれども、事業者においては、食品衛生法及び食品安全基本

法で事業者の責務とされていることを具体的に遂行することが課題と考えており、「健康

食品」の安全性に関しては最も重要なことと専門委員会では認識しています。 

 まず具体的には、安全性に係る情報の収集と安全管理の徹底。これは、原材料の安全性
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について、十分に情報収集を行い、安全な規格設定を行うとともに、加工方法による安全

性の変化を十分考慮した製造管理を行う必要があるということです。法律上の表示だけで

はなく、安全性にかかわるさまざまな情報を表示などで明らかにする必要があると考えて

います。 

 それから、消費者への十分な情報提供としては、問題点で指摘した安全に利用するため

の情報の不足については、事業者が責任をもって対応する必要があるということです。 

 それから、消費者への適切な対応としましては、消費者に適切な対応ができる窓口を設

け、苦情や相談に対して真摯な対応をとることが必要であるということです。 

 それから、都民のところですが、「健康食品」は都民が自由に自分の判断で選択、利用

する食品であるため、安全に利用するための都民の行動が必要であるということです。 

 都民の課題としては、まず食生活の基本を理解してほしい。それから、「健康食品」の

特徴を的確にとらえてほしい。それから、適切な製品選択と安全な利用を行うということ

が重要ですということです。自分でも情報を収集し、情報の選択を行い、必要性を十分に

検討して、製品選択を行うことが重要であるというふうに考えています。 

 また、場合によっては、健康への悪影響がある可能性を十分認識し、適切に医師、薬剤

師等に相談を行う必要があることも心にとめて利用することが必要ですということです。 

 後でも出てきますが、そのためには、事業者や都も適切な取り組みを行うことを必要と

しているということです。 

 それから、医療関係者のところですけれども、医療関係者は、「健康食品」に関しては、

法令などに定める義務はありませんが、健康影響の防止や察知に関して大きな役割がある

というのが専門委員会の結論です。 

 １つは、「健康食品」と関連が疑われる症例の察知、そしてもう１つは、都民の「健康

食品」利用状況をできる限り把握し、健康影響の未然防止の観点からアドバイスを行うと

いうことです。医療関係者には行政などからの情報を受けるだけではなく、その情報を都

民にわかりやすく仲介する情報の発信者としてかかわっていくことを期待しています。 

 それから、教育関係者のところですけれども、教育関係者には、食品全般にかかわる適

切な判断能力の涵養、要するに食生活が基本であるということです。それから、子供たち

だけでなく、成人に対してもどのように図っていくかということが課題と考えられていま

す。「健康食品」に限らない、これは非常に大きな問題であるというふうに思われます。 

 それから、東京都のところですけれども、東京都にはみずからが取り組む課題としては、
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健康被害事例の迅速な収集体制の構築が挙げられます。被害情報の収集と評価により、被

害の直接の原因を明らかにし、事業者指導や普及啓発に活用することが被害防止のために

は大変重要なことです。また、実際の被害情報を医療関係者とも共有することにより、医

療関係者のかかわりも現実のものになっていくのではないかと考えられます。 

 また、東京都は、このほかの関係者への働きかけにより、協力関係を構築していくこと

が重要であります。具体的な内容は、右の「都の取組の方向性」についてお話しします。 

 それでは、「都の取組の方向性」、一番右側のところです。一番下の３行あるところで

すけれども、「課題の整理」及び「都の取組の方向性」についての検討というところで、

まず、「安全性に配慮した製品の供給と適切な情報提供」、それから「健康食品に対する

正しい理解の促進」、「健康被害の未然防止・拡大防止」ということです。これらの実現

のためには、「課題の整理」で述べました各関係者の課題が実現するように都からの適切

な指導、働きかけが必要であると考えられます。 

 そこで、報告書の３章では、「都の取組の方向性」について記載する予定となっていま

す。まず、「都の取組の方向性」として、事業者に対しては、事業者の課題は事業者の責

務でありますが、その実行のためには、やはり行政からの指導、支援が必要です。 

 都でも、これまでの指導方法を見直し、指導の充実を図るとともに、事業者が自主的に

責務を遂行するような支援を行っていくことが必要と考えられます。現在も行われていま

す講習会の活用なども必要と考えられています。 

 専門委員会では、指導、支援を具体化するためには何らかの手段で事業者の動向などの

把握を行う必要があるとの意見がありました。 

 それから、その下の都民に対してというところですけれども、前回の評価委員会の際に、

都民に対するメッセージと題したものを検討していただいておりますが、これを再度専門

委員会でも確認し、「健康食品」の安全な利用についての基本的考え方として整理してい

ます。都からこの考え方に基づく普及啓発を行い、都民に適切な行動を促していくことが

重要だと考えています。 

 また、都民が万一健康に不安を感じた場合の相談窓口として、都だけでなく、事業者、

医療関係者などにおける相談体制の充実を図っていくことが必要と考えています。 

 それから、医療関係者との連携というところですけれども、「健康食品」に関する問題

意識について、医療関係者と共有し、健康被害情報の把握について緊密な連携を図ってい

くことが必要です。また、医療関係者から患者に対して有益なアドバイスが行われるよう、
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医療関係者の必要とする情報を医療関係者自身の協力を得て整えていくことが重要です。 

 情報の発信は、都からのみ行われる必要はなく、科学的な情報を保有している専門的研

究機関や医療機関の協力を得ることが重要と思われます。 

 それから、その下の教育関係者との連携というところですけれども、教育関係者につい

ては、食の大切さに対する理解の促進が図られるよう、都からも「健康食品」に対する基

礎的情報や活用が可能な資料などを提供していくことが必要と考えられます。東京都は、

こうした各関係者への指導や働きかけを行うとともに、みずからの取り組みとして、医療

関係者との連携による健康被害情報の把握や、安全情報の共有に努めていく必要があるこ

とをまとめる予定となっています。 

 最後に、今回の検討では、「健康食品」に関する規制の枠組みの中での課題や方向性を

検討しました。しかし、専門委員会でも、そもそもの規制の枠組みにおける問題点にも意

見があったところです。しかし、評価委員会の役割として、規制の枠組みを検討すること

はあてはまらないため、この点については委員会で出された意見として、報告の最後にも

触れたいと考えています。 

 以上にご説明しましたことを要旨として報告書を作成していく予定です。この場でもご

意見をいただき、もう一度専門委員会で細部の検討を行って報告したいと考えております

ので、よろしくお願いします。 

 なお、東京都においては、具体的な行政施策の検討のために必要な調査、さきに述べま

した事業者の動向などの把握などを進めていただければというふうに考えております。 

 以上です。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま骨子についてご説明いただきました。今後、この骨子に沿って、報告書の本文

を作成することになりますけれども、その点についてご意見をいただきたいと思います。 

 まず事務局のほうから、何か追加はございますか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 この「健康食品」の問題につきましては、当初、私ど

もは想定していた以上に幅広い検討が必要だということで、当初お示しした予定よりも検

討のほうが時間がかかっております。また、ご検討いただいております専門委員の先生た

ちには、鋭意ご検討いただいているところです。 

 現在、梅垣座長のほうからご説明がありましたとおり、大体報告書の骨子がまとまって

きているところです。これをまた都民あるいは事業者、関係者の方にわかりやすく仕上げ
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ていくために、また必要な事項等につきましても、きょう、お集まりの先生方からのご意

見をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの梅垣座長からのご報告にありましたように、確かに「健康食品」についての

現状とその問題点、問題点を解決するための都の取り組みの方向性を体系的に扱った報告

書は今まで余りなかったのではないかと思居ます。ですから、これに非常にわかりやすい

本文が追加されますと、かなり有用なものになると思うんですけれども、そういう意味で、

本文を書く際のご意見をぜひともお聞かせいただきたいと思います。 

○関澤委員 今委員長がおっしゃったように、私も梅垣先生らが国で進めておられる研究

と相まって、都においても食品安全情報評価委員会としてこのような適切な情報のまとめ

を広く出されるというのは非常に貴重なものだと思っております。ただこの報告書に盛り

込むべきかどうかちょっと疑念もあるんですけれども、先週も別の機会に先生のお話を聞

かせていただいて、基本的なところで私は、「健康食品」という言葉そのものに私は疑問

を持っています。先生もおっしゃったように、食品が健康の基本であるというのはだれも

認めなければいけないことなんですが、この「健康食品」と言われるものは、食品が本来

担うべき健康保持機能を補助するものであるというふうな考え方から言うと、今法的に

「健康食品」というものについては定義があいまいであり、むしろ「健康食品」というよ

りも、健康補助食品というような言い方をしたほうが、今言われている「健康食品」とい

うものをより適切に描写できるのではないかなと考えています。いわゆる「健康食品」と

言われるものは別として、法的にちゃんと定義されたものについては、健康補助食品と言

うべきものであるということをどこかでうたうことで、皆さんの理解が、これで健康にな

るというのではなくて、本来食品で支えるべき健康について、いろいろな状況から不十分

である人や、補助が必要な人はこれで補助するというようにそもそもうたっておかれたら

どうかなと思ったんですが、いかがでしょうか。 

○林委員長 どうもありがとうございました。これは、専門委員会でも随分検討されたこ

とですけれども、梅垣先生。 

○梅垣委員 おっしゃるとおりで、例えば、「健康食品」の定義がないので、キノコとか

ニンニクとか、そういうのが「健康食品」だと思われている人には、別に問題はそれほど

ないわけです。ところが、錠剤とかカプセル剤にしてしまいますと、ある特定の成分を濃

縮した形になりますから、これはもはや食品と言えないような状況になってくるわけです。
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都の調査などでは、健康食品の７割ぐらいが錠剤、カプセル剤になっているという実態が

調査結果があるわけです。 

 そういうことを考えると、錠剤、カプセル剤というのを別の考え方にしたほうがいいの

ではないかと専門委員会でもあったんです。ただ、これは報告書には書いてあるんですが、

言葉の定義をここでしてしまうと、国が行っているのと混乱を起こす可能性がありますの

で、あえてその定義については余り触れないで、国が行っている範囲で考えることとして

います。 

 ただ、報告書のところどころに書いてありますから、そういうところで見えるようにし

たいと考えています。先生がおっしゃるとおりで、その議論は何回もしていました。 

○碧海副委員長 一番左側の「健康影響の実態」のところで、最初に、インターネットの

都政モニター調査とございますね。今、関澤委員のご質問にもありましたが、「健康食

品」というのは、健康の保持増進に資するということになっているとすると、このインタ

ーネットの調査のときに、体調を崩したことがありますかという質問だけではなくて、確

かに健康に効果があったかという質問もあわせてされたんでしょうか。ちょっとそれを伺

いたかったんです。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 今原文のほうをちょっと確認しておりますので、判明

次第お答えさせていただきます。 

○碧海副委員長 もしそれを聞いていらしたら、私は、それも載せたほうがいいのではな

いかという気がしました。つまり、「健康食品」の役割、そもそもが「健康食品」という

のは、さっきからおっしゃっていることからすれば、悪いものだということではないはず

ですよね。ですから、ここでは、もちろん問題点を挙げるんですけれども、利用している

人が、つまり、一体どう考えているのか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 失礼いたしました。ここで掲げているインターネット

都政モニター調査中では、有用性についての質問事項は設けてありません。 

○梅垣委員 今のお話ですけれども、有用性というのは、実は非常に証明しにくいんです。

効果があるというのは、体感、実感で得られる場合もあるわけです。でも、食品というの

は、基本的には安全性が確保できて初めて使えるものです、安全であれば、人によって効

果があるもの、ないものがあってもいいわけです。 

 その考えから言うと、この報告書に効果を盛り込むのもいいかもしれませんが、誤解さ

れる可能性があると思います。まず、食品は安全であることが原則なんです。その次に効
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果があるかないかというのが来るわけですから、その順番ですね。これをきっちりしてお

かないといけない。一般の人は効果ばかりを求めているんです。私のところにもこれは効

きますか、効きませんかという問い合わせがあります。まず最初にその質問が来るんです。

でも、それの考え方の順は私は間違っていると思うんです。 

○碧海副委員長 先生がおっしゃる意味はよくわかります。私もそう思っていますから、

でも、そうではなくて、つまり、ここに調査結果をベースにして問題点を出しているわけ

です。ですから、そのときに、利用している側が「健康食品」に対して経験したことをも

うちょっと私は公平に出してもいいのではないかなというふうに思ったものですから……。 

○梅垣委員 、多分どこかの調査報告で書いてあったような気がします。 

○渡部食品医薬品情報係長 補足をいたしますが、このインターネット都政モニターは平

成１５年に実施し、「健康食品」全般についていろいろな質問をしています。この中で、

食品に効能効果は謳えないものですが、「健康食品」のイメージとしてどういうイメージ

をお持ちですかということを聞いています。 

骨子では「誤解をしている」という部分に該当するデータと思いますが、ダイエットと

か健康増進などの効果があるというようなイメージをお持ちですかというような質問に対

して、データでは２割ぐらいの人がそのようなイメージを持っているということが調査で

わかりました。 

そのほかにも、効能効果として履き違えているといいましょうか、「健康食品」について

やや誤解しているようなデータが調査結果に出ております。このようなデータに基づき、

報告書では現状を認識している形式となっています。 

○碧海副委員長 わかりました。もう１つだけ、つまり、体調を崩したと答えている人が、

体調を崩したと答えているということは、何らかのきっとそういう状況があったんだと思

うんですが、それを例えば医療機関に相談したとか連絡したという状況については調査は

されていないですね。 

 つまり、これはあくまでも利用した本人が体調を崩したと感じたということでしょうか。 

○渡部食品医薬品情報係長 直接体調を崩したことの結末がどうだったのかというのは、

調査の中ではわかりません。「体調が悪くなったとき、あなたはそのことについてどんな

対応をしましたか」ということをインターネット都政モニターで聞いています。この部分

の対応は、基本的には７割弱ぐらいの方が使用を中止した、または使用量を減らしたと答

えています。そのほか、対応はいろいろ分かれていますが、一般的な対応状況を含めて、
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報告の中で盛り込むべきというご意見について、座長とご相談をしながら進めていきたい

と思います。○碧海副委員長 私は、できれば体調を崩したという答えがどれだけという

ことだけではなくて、その調査の周辺をつけていただいたほうがいいのではないかなとい

う気はしたんです。 

○梅垣委員 実は、こういう調査をして体調を崩したというのは５％、本当はこれはゼロ

にしなければいけないんです。それが５％をゼロにするにはどうしたらいいか。「健康食

品」の場合は、利用したときの体調を崩した因果関係、これは極めて証明しにくいんです。

それをやるために、この右側であるいろいろな関与者、医療関係者がやはり中心になると

思うんです。そういう方が注意して患者さんを見られればいいし、一方、都民は、自分自

身が何をいつ、どれだけ利用したかというのを把握して、本当に「健康食品」が原因かど

うかというのを積極的に医療関係者に伝えていかなきゃいけないわけです。 

 こういうところが現状では明確になっていないんです。だから、それを明確にするため

に、いろいろな関与者がお互いに連携しながら、ちゃんといいものはいいように使えるよ

うに、悪いものは排除できるようなシステムにしていくという、そういう考えでこの報告

書はまとめていくようになっています。 

○伊藤委員 専門委員会でいろいろ討議された中で、この「健康食品」の中には栄養補給

とかいろいろあるんですけれども、ダイエット、いかにこれが健康問題にかかわりが多い

かと思うんですけれども、どういうふうな形でこれはダイエットの問題は取り上げられた

んでしょうか。どういうふうにしてこれをまとめればいいのか。ダイエットがいろいろな

健康被害が多いものですから……。 

○梅垣委員 「健康食品」の問題で、ある人にはダイエット食品は「健康食品」でないと

考える人もいるんです。ただ、それは人によって認識が違うので、なかなかそこを切り分

けるのは難しいです。現状で一番問題になっているのは、医薬品を入れた、ダイエット関

係の食品です。 

 国民生活センターが行ったセンナの茎を入れているというのも、結局下痢を起こす成分

が入っているわけです。入っているというのは、実は効果がある。買うほうもそれを期待

しているわけです。何も入っていなければ、恐らくそういうものは買わないわけです。そ

ういうところが一番問題になる。ただ、ダイエット食品は非常に扱いが難しい位置にある

というのは専門委員会でも話はしていたと思います。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 
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 ほかにございませんでしょうか。非常に重要な問題をたくさん含んでいると思います。 

○服部委員 大変いろいろな角度からまとめられていると思うんですけれども、定義とか

そういうのはいろいろこれから国との兼ね合いもあるでしょうし、それはよろしいでしょ

うけれども、プラセボ効果みたいな形で出すのはまずいかなと思っております。結局そう

いう効果というのが効いたと思ったりするというのは、判定が難しいです。 

 それと、プロバイオテックスだとかプレバイオテックスだとかシンバイオテックス、今

こういったものが一般的に随分目につくようになってきましたので、この辺をわかりやす

く知らせるという方向もあるんでしょうしかし、どこまでの整理として、まずいものがこ

うだよというのは果たして言えるのかどうか。 

 サプリメントの件に関しても、一切サプリメントだとかそういう形での言葉が出てこな

いので、あえて先ほど混乱するからとおっしゃられたんですけれども、僕は括弧でもいい

から、「健康食品」というものがカプセルに入ったものもあるというお話をされたのであ

れば、それを書いておかないと、この裏にあるのかもしれませんが、サプリメントは別の

ものかというふうに思われたら、これはいけないのかなと感じました。 

 全般ここだけの話ではなくて、調理師の国家試験の免状を東京都で出しているんですが、

そして試験を年２回やるんですが、こういったのが会場で試験を終わった後に、手の洗い

方まで、きちっと講習会をするとかで指導してほしいというのを、機会がなかったもので、

ついでに申し上げますと、免許所新制の時のように、交通事故の怖い映像を見せてほしい

なと思っています。 

 そうではないと、すし屋さん、あなた方は手袋をはめるようになりますよとか、様々な

事例で説明をする事です。ニューヨークあたりでは手袋ですしを握らせるように市が指導

しているようです。そんなすしは食いたくないよと思っても、現実には実施されていまし

て、日本もそうなっちゃこまるかなと思わせることです。それだけあなた方は努力しない

といけないよというものを含めて、考えていただきたいなというふうに……。それには、

かなりいろいろな機会を設けて教えていくということが大事なんだろうなと思います。 

○林委員長 ありがとうございました。 

 事務局のほうで何かありますか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 サプリメントという言葉というのも、また私たちの中

で話し合ったことがありますが、とらえ方が一様でありません。一般的には、栄養の補助

に使われるもので栄養補助食品と訳されておりますが、ある部分では、先ほどおっしゃら
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れているように、錠剤やカプセルの形をしたものがサプリメントだというふうにとらえら

れているというようなこともございます。このため、この中ではあえて違う形での言葉は

使わないで、先ほどの錠剤やカプセルに言及したい場合は、その旨書くようなまとめ方を

しております。 

○服部委員 実は、今小学校、中学校の実態調査というのをやっているのですが、この前、

ある小学校へ行きまして、どうしても給食を食べない子供がいるというので、どうしてだ

ろうとその子を見たんですが小さな箱を持ってきていて、お昼の給食は食べずに、全部サ

プリメントなんです。１０種類ぐらい入っていて、何で給食を食べないか聞いたところ 

、お母さんがこれだけ食べていればいいと言ったと、これは食育という立場から調べた時

に出会ったことです。 

 さらにもう一点学目に入った栄養科の学生に入学後に１週間の食事の献立を日記につけ

させるんです。我々が全部集めまして、チェックするんですが、そうすると、朝食抜きだ

とか、サプリメントだとか、ダイエットしている者といろいろな学生がいるんです。年度

によって問題児がだんだんふえてきています。 

 そこで、あなた方は将来栄養士として頑張るんだよと指導し最後の２年目に、同じよう

に１週間の朝昼晩の献立を書かせるんです。実態でどのくらい改善されたと思われますか。

３０％かな、５０％かな、７０％かなとその結果はなんと－－６％でした。というのは、

１８歳になったら、生活習慣は変えられないです。 

 これはうちだけの問題ではなくて、ほかの短大、大学も調べさせてもらいました。そう

したら、要は、我々は子供のときからこういう習慣、食べ方や手を洗うこととか、そうい

うものをつけておかないとだめなんです。ですから、大人に言っても、もう調理師で３０

歳ぐらいになっている人に言っても、全然治りません。それが生活習慣になっているから、

手を洗わないのが習慣になっていればなかなか、変わらないわけです。 

 ですから、僕は、先ほど来こういうことで詰めていかなきゃいけないことはたくさんお

ありだと思うんですけれども、子供のころからの習慣というものが、大切です。家庭での

しつけであるとか、学校教育、社会教育の中で押さえていかないと、まずこういったもの

も、幾ら書いても、いろいろなポスターを見ましたしが、洗ったり、先ほどのようにトイ

レに行ったら紙を自分で外してノブをさわらないで、気持ち悪くて嫌なんです。僕はそん

な決して神経質なほうではないんですけれども、絶対嫌なので……。 

 ということを学生で随分調査したんですが、ノブは持たない。と指導するわけです。学
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校で中毒を出したらえらいことになるなと思って、一生懸命やっていますが、子供のとき

から、これは押さえておく必要がある。小学校、中学校にもこういったものを指導を入れ

なきゃだめなんです。 

○梅垣委員 今おっしゃったのは非常に重要なことで、「健康食品」の問題を改善するの

は、食に対するちゃんとした基本的な知識が普及しなきゃいけないんです。そういう意味

では、ここの教育関係者との連携というところに食の大切さというところが入っています。

この「健康食品」の問題を検討会で議論したときに、一番重要なのは、だれだれが悪いと

一方的に責任を押しつけるような考え方、これでは絶対改善できない。利用者もそうだし、

製造業者もそうだし、いろいろな関与者が全体的に関与して問題を改善していかなきゃい

けない。この報告書はそういう考え方ができているので、いろいろな対応ができると期待

しています。 

○村上委員 「健康食品」の判断というときに、必ず問題になるのはマスメデｨア及びイ

ンターネットなどの情報です。こういうものがむやみに誤解を招き、必要以上に買わせる

という機能を果たしている。そうした「情報」の部分がここではあまり出てこないようで

すね。いろいろ事情もおありのようですし、それを詳しく伺ってからとは思いますが、基

本的には、マスメデｨア及びインターネットも含めた「健康食品」の「情報」という問題

を一つの課題として、何らかの形でこの報告に含めておくべきではないかと思います。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 村上先生のご指摘いただきました件なんですけれども、

私どもも専門委員会の中で先生たちと一緒に、特に現状の中で、マスメデｨアの影響とい

うのをデータとして、あるいは実際にアンケートを実施するなどにより調査してきたとこ

ろです。報告書には、現状の中に、特にテレビ、雑誌等の影響が大きいというようなこと

で書いてございます。 

 また、単に広告宣伝というのは、どちらかというと企業側が行っている部分なんですけ

れども、健康情報では、マスメデｨアが番組や記事としてさまざまな形で情報を流してい

ます。こうしたマスメデｨアが流す情報は、都民に対して、大きな影響を与えていると指

摘されています。こういった部分につきましては、現状の中での十分な分析を踏まえて、

情報の受け取り側の対応を、どのように考えたらいいのかというような点を中心にまとめ

ていきたいと思っております。 

 マスメデｨアあるいはメディア関係者に、なかなかこうあるべきだという形で東京都が

申し上げるということは、報告書の中ではまとめにくい要素がございます。現在の方向性
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としては、都民の方、あるいは医療関係者、教育関係者の方もそうなんですけれども、マ

スメデｨアの情報をどのように受け取ったらいいのかというような観点でまとめていけれ

ばと思っておりますので、先生たちのお知恵を拝借しながら、議論しながら、まとめさせ

ていただきたいと思っております。 

○服部委員 ちなみに、先ほど６％と言いましたが、まともにあなた方がちゃんとした献

立を立てなさいというと、８０点以上取れるんです。これを言っておかないと、うちが

６％と……。ですから、頭ではわかっても、行動に移せない、これだけは最後に……。 

○浅岡委員 直接関与するかどうかわからないんですけれども、日本の今の食品、海外か

ら輸入しています。かなり安く手に入るからと入っている一方で、国の生産物が余り届い

ておらず、こういうようにサプリメント等に移ってしまっているのはちょっと悲しい現状

だなというのを感じました。必ずしもサプリメントにいっているとは限らないんでしょう

けれども、ちゃんと食事を材料を買ってきてつくって家族に提供したいなと、主婦の視点

で言わせていただきました。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 先ほど服部委員からもご指摘がありましたけれども、「健康食品」の定義は難しいから、

国とちぐはぐにならないようにということなんですけれども、これは大事なことだと思う

んですけれども、余りそれにこだわってしまいますと、報告書の内容と、都民の生活の中

での「健康食品」の実態とが余りかけ離れて、この報告書自身が役に立たなくなることも

考えられます。 

 そういう意味で、定義というものは肝心なんですけれども、例えばサプリメントという

のはこういうものだよということを例えば脚注に書くとかの対応が必要と思います。 

では、最後に、この課題の、今後の取り扱いについて、事務局のほうからご説明いただけ

ますか。 

○碧海副委員長 １つだけ。先ほど村上委員から指摘されたことは、私は非常に重要だと

思うんです。今の課題の整理と取り組みの方向性のところに、例えば都民は食生活の基本

に対する理解とか、適切な製品選択と安全な利用というふうになっているんですが、ここ

のところにはっきりメディアリテラシーといいますか、要するにそういうメディアをちゃ

んと読み解く姿勢というか、それを評価する、判断する姿勢というのを都民のところ及び

教育関係者のところにそれを入れていただいたほうがいいんではないかというふうに私は

思うんです。 
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○林委員長 その点も含めまして、私も、本文をどのような視点で、あるいはスタンスで

書くかということで内容がかなり変わって来ます。最後に、事務局のほうで取り扱いをお

まとめいただきたいと思います。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 熱心なご議論ありがとうございました。さまざまな観

点から、非常に有用なご意見をちょうだいいたしました。いただいたご意見につきまして

は、私どもで一たん整理をした上、座長のほうにお伝えしまして、専門委員会での検討を

行って反映させていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○林委員長 では、引き続き専門委員会での検討をよろしくお願いいたします。 

 この委員会での検討及び資料の公開についてなんですけれども、これはいかがなんでし

ょうか。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 本委員会は原則公開となっております。今回ご議論い

ただきました議論のうち、前半のところでご議論いただいた、新たな課題等についてです

が、検討いただいた４つの課程につきましては、情報提供あるいは今後私どもがさらに議

論を深めていくということでご議論いただきました。それ以外の課題につきましては、新

たな情報が集まった段階で、再度、ご検討いただき、都民の方に適切な形で情報提供等を

行っていくこととなってございます。 

 これまでの情報評価委員会での取り扱いと同様に、今後、必要な修正を加えてインター

ネット等で公開する形で情報提供を行っていきたいと思っております。具体的には４課題

につきまして、今日の議論を踏まえ内容を整理した上で提供していきたいと思っておりま

す。 

○林委員長 どうもありがとうございました。情報公開につきましては、今事務局からご

説明のとおりなんですけれども、よろしゅうございますか。 

 それから次に、報告事項ということですけれども、評価委員会からの要請に基づきまし

て、追加の調査等について、事務局からの資料を配付されましたけれども、ご説明いただ

けますか。 

○渡部食品医薬品情報係長 ご説明いたします。資料の４でございますけれども、さきの

６月３０日の評価委員会のほうで、野生シカのＥ型肝炎ウイルスについて、これは奥多摩

の地区でございますけれども、引き続き調査というお話がございまして、現在調査を進め

ているということのご報告でございます。 

 既に豚のＥ型肝炎、シカのＥ型肝炎については、昨年度ないしは今年度、ご検討いただ
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いたところでございますけれども、現在、実施機関、調査予定期間のところで書いてござ

いますが、ことしの９月から１２月にかけて、奥多摩地区での野生シカの駆除に伴う検体

について、Ｅ型肝炎の保有状況を検査しているところでございます。 

 まだ結果につきましては、駆除、検体の収集を含めて、今実施中でございますので、こ

れも次回の委員会ないしはその以降になる可能性もありますけれども、結果が出次第ご報

告したいというふうに考えております。 

 それから、続きまして、カンピロバクターの食中毒に関するビデオなのでございますが、

これも、前回の委員会で、メディアとして配付をしたいというふうに考えているというふ

うにお話をしたところでございますけれども、今関係のところと調整をしておりまして、

本日、配付ができない状態なんですが、ぜひ委員の方々には見ていただきたいというふう

に考えておりますので、事務局のほうでご用意次第、ご送付したいというふうに考えてお

りますので、これは事務局のほうで、遅くなって申しわけないんですけれども、よろしく

お願いいたします。 

 報告事項については以上でございます。 

○林委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいまご説明がありました奥多摩町で駆除された野生シカのＥ型肝炎ウイルスの保有

状況、それから、今のカンピロバクターのビデオ、何かご質問はございませんでしょうか。 

○服部委員 実は、今各県に回っていまして、ジビエというのは皆さんご存じだと思うん

ですけれども、秋から冬にかけて、野生のシカだとか野鳥、こういったものを食べる習慣

がヨーロッパにあります。ゲームミートという狩猟をしてとるのがありますがが、まさに

今日本でもシカとクマとイノシシ、野鴨もありますし、鳥もいろいろあるんですが、この

ところ間引きというか畑を、相当荒らすものですから、食べようということがでてきてお

りまして、先日長野へ行ったときに、僕はジビエ料理の審査員をやらされて、みんな生の

部分が多いものですから、火をちゃんと入れることが大切だと言ったんですが、データが

はっきりしないからどうもあいまいに料理しています。Ｅ型肝炎もありますし、寄生虫の

問題とか様々あるわけです。先ほどこれは情報選定専門委員会のときに、４つ始まっちゃ

ったからしようがないなと思って黙っていたんですけれども、さっき拝見したら、生の魚

のほうが多いんです。 

 むしろ一番最後に野生のシカの問題が出たのであえて申し上げますけれども、どのくら

い安全なのかというのは、昔から聞かされていて危ない事は十分理解しておりますが、ク
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マまで食べちゃおうという人もいるし、いろいろ考えると、この辺は、先ほどインターネ

ットでシカの肉を手に入れられるということも出てくる。先ほどの上海ガニの肺吸虫みた

いな問題も含めて、イージーにこういうものが手に入って、みんなが生肉で食べるように

なったらどうなるのかなとちょっと心配なんです。その辺をはっきりしておかないと、今

までは魚ではかなり認識されていますが、シカとか野生のものが増えれば増えるほど、問

題が出ますので、早いところ東京都としてこの委員会でもう一度これを見直してもらいた

いです。委員会では何か消えちゃったので、僕は一番心配している。 

○碧海副委員長 事務局のお答えの前に、今のに関連して追加ですが、専門委員会のほう

では申し上げたんですが、シカ肉のインターネット販売ですけれども、エゾシカに関して

は、多分北海道が相当力を入れて、地域の物産として出しています。 

○細川委員 焼き肉で食べているから……。 

○碧海副委員長 ではなくて、インターネットでエゾシカの肉の販売をやっているんです。

それで、先ほど関澤委員が言われたように、自治体の連携というのも結構必要ではないか

なと思います。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 ただいまご指摘いただきましたとおり、ゲームミート

というものは野生の動物なので、さまざまな問題も考えられます。現にクマの生食によっ

て寄生虫が感染したという例、それから、先ほどのシカのＥ型肝炎の例、そういった事例

がございます。実態調査ということで、私どもは一つは取り組んでいた部分でございます

けれども、先ほどの魚の生食と一緒に考えまして、今後私どもで情報の収集に努めてまい

りたいと思います。一定程度集まった段階で、またこの場で先生方にご検討いただきたい

と思っております。 

○林委員長 どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

 ご意見がないといたしますと、これで本日の予定された議事はすべて終了いたします。

どうもありがとうございました。 

 では、事務局にお返しいたします。 

○古田食品医薬品情報担当副参事 大変長時間にわたり熱心なご検討をありがとうござい

ました。 

 今後の予定を申し上げます。今のところ、年度内にもう１度この本委員会を開催させて

いただく予定をしております。開催日につきましては、また先生方のご予定等を調整させ

ていただいた後に、正式にはご連絡申し上げます。 
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 また、その際の審議内容でございますけれども、「健康食品」の専門委員会からの報告

を１つ、それから、今回選定いただいています課題の調査報告、それから、今回から新し

く始めております情報選定専門委員会を事前に開催いたしまして、また新しい課題の提供

というようなことで考えております。 

 それでは、本日の評価委員会はこれで終了させていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

                                 午後０時０７分 

 


